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当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ 

 

ヤマトホールディングス株式会社の平成 24 年 3 年 28 日付「株式会社荏原製作所に対する訴訟の

提起について」と題する開示において、傘下のヤマト運輸株式会社が当社を被告として損害賠償請

求訴訟を提起した旨を公表いたしましたので、本件に関して当社が認識している事実等を下記のと

おりお知らせいたします。 

記 

１．本件に関して当社が認識している事実 

 平成 19 年 12 月 25 日に当社はヤマト運輸株式会社との間で、大田区羽田旭町所在の当社羽田

事業所を売却する売買契約を締結し、各種法令に準拠した建物撤去工事を完了後、平成 22 年 9 月

30 日に明け渡しました。その後、平成 23 年 1 月に同社から、本件土地に石綿含有スレート片が散在

している事実があり、これは本件土地の瑕疵に該当するとの通知を受けました。しかしながら、当社

で調査したところ、当該石綿含有スレート片は産業廃棄物に該当せず、本件土地は廃棄物汚染土

壌には該当しないとの結論に至りましたので、平成 23 年 4 月 20 日に当社の見解を詳細に記載した

書面を同社に送付いたしました。さらに、法律事務所から当社の見解を支持する法的見解書を入手

いたしましたので、平成 23 年 5 月にその写しを同社に交付しましたが、同社からは何らの反論もあり

ませんでした。 

 その後、平成 23 年 10 月 18 日付で同社の代理人弁護士から損害賠償請求書が送付されてまいり

ました。これに対して、当社の代理人弁護士から平成 23 年 10 月 31 日付で当該石綿含有スレート

片が産業廃棄物に該当するという主張の法的根拠を明らかにすることを求めましたが、本日に至るま

で、同社の代理人弁護士からは何の回答もありませんでした。従いまして、本日の突然の提訴には

驚きを禁じえません。 

 ヤマトホールディングス株式会社の開示によれば、ヤマト運輸株式会社は「慎重な検討を重ねた結

果、当該混入は本件土地の瑕疵に該当するものと判断し、株式会社荏原製作所に対し、石綿含有

スレート片の撤去費用等の負担を求めてまいりました」とされていますが、本件に至る経緯は上述の

とおりですので、当社としては同社がどのような検討を重ねたのかを知ることはできません。 
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２．今後の見通し 

 訴状が届いてない段階ですので具体的な当社の見解をお示しすることはできませんが、上述のよ

うな経緯を踏まえておりますので、裁判の過程では当社の見解の正当性を粛々と主張し司法の判断

に委ねたいと考えております。 

 

３．業績に与える影響 

 本提訴による平成 24 年 3 月期の連結業績に与える影響はありません。 

 

なお、訴状の送達等により必要な開示事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。 

 

以   上 


